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「航空貨物輸送に係る安全対策研究会」の報告に基づく対策の実施について 

 

昨年９月３日、佐川急便（株）は、航空輸送が禁止されている爆発物等（打上げ花火）

の運送委託を受け、品名確認を行わずに佐川グローバルロジスティクス（株）に運送委託

を行った。その後、同社の羽田営業所航空貨物取扱施設において安全確認が適切に実施さ

れなかったことから、日本トランスオーシャン航空（株）により当該貨物は石垣島に航空

輸送されるという事案が発生した。 

航空機の安全運航に重大な影響を与えうる業務を請負っている両社において、貨物の品

名について十分な確認をせず、適切な安全確認を実施しなかったことは、確実かつ安全な

事業の実施が求められている貨物利用運送事業者として重大な問題である。 

こうした事案の重大性を鑑み、当省では昨年１２月２４日に「航空貨物輸送に係る安全

対策研究会」を設置し、国内航空における同種事案の再発を防止し、航空輸送が制限され

ている貨物を適切に取扱うための方策について、検討を進めた結果、本日、報告がとりま

とめられたところである。 

 ついては、本報告において示された、①確実な輸送方法の確立（輸送段階における対策）、

②航空貨物取扱施設における適切な保安措置等の確保（貨物取扱施設における対策）、③連

絡通報体制、④航空輸送制限貨物に係る適切な従業員への教育、訓練の実施、⑤保安対策

に関する定期的な自主監査の実施、⑥企業、現場への伝達、浸透方法、⑦関係者による取

り組み状況のフォローアップについて、関係者が確実に実施することが必要であるので、

貴協会加盟の事業者に対し、下記事項に関し、適切に対策を実施するよう、周知願いたい。 

（注：報告については、http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/index.html（国土交通省

政策統括官ＨＰ）にて参照可能） 



記 

 

Ⅰ、対策の整理＜ルールの設定＞ 

 

１．確実な輸送方法の確立（輸送段階における対策） 

 

＜再発防止対策＞ 

   本研究会においては、確実な輸送方法の確立に係る再発防止対策を、（１）法令等に

より遵守すべき事項の明確化、（２）業界として積極的に取り組むべき事項、（３）事

業者の判断により取り組む事項、の３つに整理した。 

 

（１）法令等により遵守すべき事項の明確化 

貨物利用運送事業法令においては、貨物利用運送事業者は、確実かつ適切に事業を

遂行しなければならないとされ、また、火薬類その他の危険品等他の貨物に損害を及

ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのない

ように注意してしなければならないとされているところである。（施行規則第２条、

第３条）  

これらの規定を確実に履行させるため、国土交通省は、貨物利用運送事業者の定め 

る約款の認可に際し、荷送人（荷主）の運送状（送り状）への記載事項として、一般

混載の場合には品名及び品質を、また、宅配便の場合には品名及び運送上の特段の注

意事項（荷物の性質の区分その他必要な事項）を定めることを求めているところであ

る。（国内利用航空運送約款、宅配便利用運送約款（モデル約款等）） 

これらの規定を踏まえ、貨物利用運送事業者は、確実かつ適切な輸送を確保するた

め、荷送人（荷主）から運送の引受けを行う際には、品名確認を行うこととされてい

る。 

こうした中で、品名確認の具体的な方法については、これまで特段の定めはなかっ

たところであるが、今般の事案を踏まえ、以下の通り、品名確認を確実に履行するた

めの方策の明確化を図ることとする。 

 

○品名確認に関する事項 

航空輸送制限貨物を航空輸送から確実に排除するためには、品名の確認（ラベ

リング等の外装による確認を含む。）を確実に実施することが何よりも重要である。 

貨物利用運送事業者（実運送事業者を含む。）は、荷送人（荷主）に対し、運送

状への品名、品質等の確実な記載を求め、運送状記載の品名、品質やラベリング、

マーキング等により、航空制限貨物である火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃

性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射線物質、腐食性物質、凶器に該当しない



かについて確認する。 

この際、品名の記載内容が「雑貨」等曖昧な表示である等航空輸送制限貨物に

該当する疑義がある場合には、荷送人（荷主）に対し、制限貨物に当たるか否か

について十分に確認できる品名の記載を求め、確認する。 

【品名の例】 

    （○）花火、灯油、ヘアスプレー、マニキュア、ガスボンベ 等 

    （×）「雑貨」、「化粧品」、「キャンプ用品」、コード番号だけのもの 等 

 

○荷主に対する取引開始時における航空輸送制限貨物の取扱い等の説明 

法令等により直接的に求められているわけではないが、貨物利用運送事業者は、

品名確認を確実に履行するため、荷送人（荷主）と運送契約を締結する際には、

航空輸送制限貨物についての荷送人（荷主）の責任について説明を行うものとす

る。 

・品名・品質等の記載 

・航空制限貨物の種類 

・梱包方法 

・ラベリング、マーキング 

・危険物申告書の作成 

 

（２）業界として積極的に取り組む事項 

   個別の事業者において先進的に導入されている以下の事例について、法令等により

遵守すべき事項に準ずる事項として、貨物利用運送事業者は、各事業者毎に業務遂行

の特性等に応じ効果的と判断される事項に積極的に取り組むことにより、確実かつ安

全な輸送方策を採ることが適当である。 

 

（a）品名確認に関する事項 

・品名について、受付者（ドライバー）、営業所員の双方による確認を行うこと。 

・荷送人（荷主）の引き取り場所において、航空輸送制限貨物と一般貨物を置く場所を

分離するよう要請すること。 

・出荷前に荷送人（荷主）から貨物利用運送事業者へ個数、品名を通知するよう要請す

ること。 

 

（b）輸送手法に関する事項 

・航空輸送制限貨物が航空輸送されないように貨物に識別の表示を行うこと。 

・航空輸送制限貨物に係るマニュアル、ポスターの作成。 

・航空輸送制限貨物については、事前に営業所から輸送モードの仕分けを行うセンター



へ事前に通知すること。 

・航空輸送制限貨物を出荷する荷主リストを作成し、当該リストにある荷送人（荷主）

からの貨物については、十分な注意を払うこと。また、この際、過去に航空輸送制限

品目の運送状への記載なく航空輸送制限品を出荷した荷送人（荷主）の貨物について

は、十分な注意を払うこと。 

 

（３）事業者の判断により取り組む事項 

   更により一層の安全の向上を図るため、以下のような取組みについて、事業者毎の

判断により導入していくことを推奨する。 

 

（a） 品名確認に関する事項 

・運送状に航空輸送制限貨物に係る宣誓欄を設け、荷主の自覚を促すこと。 

 

（b） 輸送手法に関する事項 

・航空輸送制限貨物を営業所において管理する際には、一般貨物と分離して管理するこ

と。 

・Air 指示ラベルがない貨物が航空貨物に紛れていないか、Air 指示ラベルが貼付され

ている貨物が航空輸送制限貨物でないか等をあらためて航空支店、RA 検査場等でチ

ェックすること。 

・航空輸送制限貨物については、運送状に「引き渡し確認欄」を設けることにより、ト

レースすること。 

 

２．航空貨物取扱施設における適切な保安措置等の確保（貨物取扱施設における対策）  

 

＜再発防止対策＞ 

  本研究会においては、航空貨物取扱施設における適切な保安措置等の確保に係る再

発防止対策を以下の通り整理した。 

 

（１）航空貨物保安計画により遵守すべき事項の明確化  

航空貨物利用運送事業者及び航空運送代理店業者は、その取扱航空貨物について、 

航空機強取等防止措置 (貨物及び郵便物に対する保安検査、航空貨物取扱施設にお

ける保安措置等) を的確に講じている者として、国土交通省航空局長の認定を受け

ようとする際、そのための申請書として航空貨物保安計画を提出しなければならない

とされている。(特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針第３条、第４

条) 

   認定を受けた航空貨物利用運送事業者及び航空運送代理店業者(以下、「ＲＡ」と



いう。)は、航空貨物を取り扱う場合には、航空貨物保安計画に定めるところに従わ

なければならないとされている。(同指針第７条) 

   これらの規定を踏まえ、ＲＡは、航空貨物取扱施設において適切な保安措置等を確

保することとされている。 

   航空貨物取扱施設における保安措置の具体的運用については、これまで特段の定め

がなかったところであるが、今般の事案を踏まえ、貨物受託時及び受託後の保安措置

を確実に実施するための方策の明確化を図ることとする。 

 

○運送受託時の安全確認に関する事項 

<航空貨物受付手続き時の安全確認のあり方> 

安全確認行為は、取扱航空貨物に対する保安対策を講じる上で必要不可欠な基本

的事項であり、確実かつ的確な実施が図られるよう確保しなければならない。 

貨物取扱施設における受付手続きの形態は、貨物取扱量等により各ＲＡで異なる

点はあるが、当該施設の実情に応じて、今後は以下の方策を執ることが適当である。 

 

・航空貨物取扱施設において、ベルトコンベアーを用いて貨物の仕分け作業を行

う場合は、稼働レーン毎に１名以上の外装確認要員を配置する。また、稼働レ

ーンは、貨物が輻輳しないように配慮するとともに要員に見合ったレーン数と

する。 

・貨物取扱施設の実情に応じた施設毎の業務マニュアル(手順書)を整備する。 

 

○運送受託後の安全確認に関する事項 

<航空貨物安全確認状による安全確認について> 

航空貨物保安計画においては、航空貨物の安全確認を確実なものとするため、航

空運送状毎に、航空貨物安全確認状(A-1、A-3 又は A-4 を使用する。) を用いて、

必要事項のチェックを行い、安全性を確保することとされている。(航空貨物保安

計画第４章) 

今般の事案発生後に実施した監査の結果、佐川ＧＬでは１日あたりの非特定貨物

の取り扱いが多く、個々の貨物について所定の様式で記録保管するのは、人的・資

源的に相当な負担になるなどの理由から個々の貨物の安全性が確認された後の記録

が保管されていなかった。 

このような状況を踏まえ、非特定貨物の安全確認に係る手続きについて航空貨物

保安計画(雛形)によらない場合の扱いを明確化する。 

 

・非特定貨物の取り扱いが多い等の理由により、航空貨物安全確認状(A-1 様式

等)を航空貨物運送状ごとで作成し難い事業者においては、個々の貨物の安全



性が確認されたことの記録及びその保管の方法について、その具体的措置内容

を航空貨物保安計画に明記し、同措置により保安が確保される旨の説明資料を

添付し、特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針(平成１７年８

月１２日付 国総貨複第８１号・国空総第６４９号)第８条の規定に基づき、

航空局長の認定を受けるものとする。 

 

３．連絡通報体制 

  万一、航空輸送制限貨物の航空輸送が行われた場合には、貨物利用運送事業者（実運

送事業者を含む。）、航空会社等の関係者は、国土交通省政策統括官付参事官（複合物流）

室、航空局監理部航空安全推進課、同局技術部運航課にそれぞれ連絡通報を行うこと。 



Ⅱ、対策の徹底＜ルールの徹底＞ 

 

１．航空輸送制限貨物に係る適切な従業員への教育、訓練の実施 

 

＜再発防止対策＞ 

本研究会においては、従業員等に対する航空輸送制限貨物に係る教育、訓練につい

て、国際民間航空条約第１８付属書を参考にしつつ、どのような立場にある者がどの

ような能力を有するべきかを整理したうえで、それぞれの立場に応じた教育、訓練の

内容を定めた。 

具体的には、貨物利用運送事業者（実運送事業者を含む。）について、荷送人（荷

主）から荷物を引き受ける受付者（ドライバー）と営業所の航空輸送制限貨物取扱従

事者に区分した。 

このうち、受付者（ドライバー）は、航空輸送制限貨物に該当する貨物を識別し、

確実に引受けを拒絶するとともに、直ちに判断できないか制限貨物に該当する可能性

のある貨物について、その旨を営業所の航空輸送制限貨物取扱従事者に伝達する能力

を有することが求められる。 

また、営業所の航空輸送制限貨物取扱従事者にあっては、受付者（ドライバー）等

からの危険物の取扱い全般に関する照会に対応できるとともに、航空輸送制限貨物に

該当するかについて判断する能力及び制限貨物に係る包装基準等の基準に適合してい

るかについて判断をする能力を有することが求められる。 

これらを踏まえ、具体的な教育、訓練の内容について別紙のとおり整理した。 

また、保安対策に関する教育訓練について、以下の通り整理した。 

 

○Ｘ線検査装置等による爆発物検査又は開被による安全確認のレベル向上について 

航空貨物保安計画においては、ＲＡは航空保安教育訓練実施要領を策定し、その

実施計画を定めるとともに、航空貨物に係る保安対策の教育訓練を的確に実施する

こととされている。 

ＲＡは、今般の事案を踏まえ、特にＸ線検査装置を担当する検査員に対する教育

訓練について、専門的なカリキュラム(爆発物の映像解析、サンプル映像による訓

練等)の充実を図り、航空貨物の安全性を的確に判断できる技量の向上・保持を図

ることが必要である。 

 

○航空局が実施する教育訓練について 

航空局が実施する航空保安教育訓練について、航空保安情勢に的確に対応させ 

るものとすべく充実を図る。また、各社の教育訓練責任者は、当該教育訓練を受 

講し、訓練受講後に組織内教育訓練を確実に実施する。 



＜教育、訓練による確実な知識の持続＞ 

貨物利用運送事業者（実運送事業者を含む。）においては、教育・訓練の実施後も、

適切な時期に習熟度を確認したり、定期的に教育・訓練を実施する等確実に知識が習

得されるよう努めることが必要である。 

 

２．保安対策に関する定期的な自主監査の実施 

 

＜再発防止対策＞ 

 ○自主監査の確実な実施及び実施状況の記録・保管について 

航空貨物保安計画においては、航空貨物に係る保安対策(航空貨物取扱施設の

保安管理、取扱航空貨物の保安措置、検査後の航空貨物の保安管理等)が的確に

実施されているかどうか少なくとも年１回の自主監査を実施することとされて

いる。 

これを踏まえ、ＲＡでは年１回以上の自主監査を実施しその実効性を確保する

ため自社内で独立した監査員を指名する等必要な措置をとるとともに、自主監査

で判明した不具合事項については、必要に応じ、国土交通省へ報告し、速やかに

是正措置を講じることとされている。また、自主監査を実施した際には、その記

録を保管することとされている。(航空貨物保安計画 第６章) 

今般の事案を踏まえ、ＲＡは上記措置の徹底を図るとともに、国土交通省によ

る監査において、この点の確認も行うこととする。 

 

３．企業、現場への伝達、浸透方法 

 

（１）航空輸送制限貨物に関する知識を従業員に周知徹底するための具体的方策 

受付者（ドライバー）等の従業員に対し、航空輸送制限貨物に関する知識を周知徹

底するため、例えば、下記のような方法により、受付者（ドライバー）、営業所職員、

荷送人（荷主）等に航空輸送制限貨物に関する知識の浸透を図ることが適当である。 

 

（a）ドライバー手帳、パウチの配布 

受付者（ドライバー）が現場で容易に航空輸送制限貨物等について確認することを

可能とし、また日常的な使用を通じ、知識の風化を防止するため、航空輸送制限貨物

の種類や取扱方法について網羅的に記載したドライバー手帳やパウチを受付者（ドラ

イバー）毎に配布すること。 

 

（b）作業手順等の「見える化」の推進 

作業手順等を「見える化」することにより、現場の職員に作業上の注意すべき点を 



簡潔かつ的確に確認できるようにするため、営業所等の作業現場に、写真等を多用し

た作業手順、遵守事項等を掲示すること。 

 

（c）パンフレット、事例集の作成 

航空輸送制限貨物の種類や取扱方法について網羅的に記載したパンフレットや、過去

に持ち込まれた航空輸送制限貨物の種類と持ち込まれた際の状況等に関する事例集等

を作成し、荷送人（荷主）、受付者（ドライバー）、営業所職員等に配布すること。 

 

このほか、各事業者毎に、営業所単位の朝礼、研修会等を活用し、実運送事業者の

ドライバー等も含め、過去に航空輸送制限貨物の紛れ込んだ事例の報告、危険物に関

する知識等を伝達すること等効果的に周知徹底を図っていくための方策について再点

検をすることが適当である。 

 

（２）荷主への協力要請 

今回の研究会における報告事項は、荷送人（荷主）の積極的な協力を得ることによ

り、その効果を高められる事項も多いことから、航空輸送制限貨物の取扱い量の多い

荷主団体に対し、協力要請を行う。 

 

４．関係者による取り組み状況のフォローアップ 

整理された各事業者において取り組むべき事項の履行状況等について関係者間（行政機

関、航空会社、貨物利用運送事業者及び実運送事業者）で確認することを目的としたフォ

ローアップ会合を年に１回程度開催することとする。 

 

 

 

国土交通省航空局監理部航空安全推進課 

電話：03-5253-8111（内線 48－193）、直通 03-5253-8696 

 

国土交通省政策統括官付参事官（複合物流）室 

電話：03-5253-8111（内線 25-425）、直通 03-5253-8300 

 



品
名
確
認

一
般
原
則

制
限
事
項

危
険
物
の
分
類

危
険
物
リ
ス
ト

一
般
包
装
要
件

包
装
基
準

荷
送
人
へ
の
一
般
要
件

ラ
ベ
リ
ン
グ
及
び
マ
ー
キ
ン
グ

危
険
物
の
輸
送
書
類

危
険
物
の
受
託

危
険
物
の
保
管

、
搭
載
及
び
隔
離

受付者
（ドライバー等）

・航空輸送制限貨物（危険物）に該当する可能性
のある貨物を識別し、その旨を確実に航空輸送
制限貨物（危険物）取扱従事者に伝達する能力。

○ ○ ○ ○

営業所の
航空輸送制限
貨物（危険物）
取扱従事者

・受付者から伝達を受けた貨物について航空輸
送制限貨物（危険物）に該当するかを判断する能
力及び制限貨物に該当する場合、包装基準等の
基準を満たしているかを判断する能力。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　(注）本表及び次表における「習得すべきと考えられる知識」については、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の国際民間航空条約付属書第１８号の定めるところに記述している。
　　　このため、本報告書における「航空輸送制限貨物」は、「危険物」との記述と併記している。

別紙

爆発物等に係る教育、訓練について

カテゴリー 求められる能力

習得すべきと考えられる知識



項目 主な内容

品名確認 品名確認を徹底することの重要性

一般原則 航空法の目的（理念）、法律・規則の体系

制限事項 輸送が禁止されている危険物、輸送が許可されている危険物について

危険物の分類 航空輸送制限貨物（危険物）の種類（火薬類等）

危険物リスト 航空輸送制限貨物（危険物）の輸送許容物件リスト（告示（注））の見方

一般包装要件 国連容器の規格、性能試験（航空輸送が許容される容器の規格等）

包装基準 航空輸送制限貨物（危険物）毎の選択すべき具体的な容器

荷送人への一般要件 荷送人が実施すべき一般事項（航空輸送制限貨物の識別、包装等級の判断、ラベリング等）

ラベリング及びマーキング 貼付すべきラベル、必要なマーキング

危険物の輸送書類 危険物申告書の記載方法、確認方法

危険物の受託 無申告危険物があった場合の対応方法

危険物の保管、搭載及び隔離 危険物の保管、搭載及び隔離の方法

習得すべきと考えられる知識の主な内容

　（注）「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」（昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号）の別表第１の「輸送許容物件」のリストをいう。


